
合併についてのお知らせ 
 
このたびアイオー信用金庫と館林信用金庫は、平成１９年１１月２６日（月）

をもって対等合併することで合意いたしましたので、お知らせいたします。 
 
この合併は、依然として厳しい金融環境のなか、地域金融機関として、いか

なる環境の変化にも即応できる強靭な経営体質を確立し、健全かつ強固な経営

基盤を構築し、従来にも増して会員及びお客さまのお役に立つとともに、地域

社会の発展に貢献する信用金庫の実現を目指すものであります。 
何卒、皆さま方には合併趣旨をご理解いただき、倍旧のご支援ご指導を賜り

ますようお願い申し上げます。 
詳しくは「合併趣意書」「合併の基本事項」をご覧ください。 

 
 
 
平成１８年１２月２２日 
 

アイオー信用金庫 
理事長 石原 越夫 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



合 併 趣 意 書 

このたび、アイオー信用金庫と館林信用金庫は、代表者間において協議を重

ねた結果、平成１９年１１月２６日をもって、対等の立場で合併することで合

意いたしました。 

 

  金融機関を取り巻く環境は依然として厳しいものがあり、信用金庫において

も資産の健全性と収益力の向上が今まで以上に強く求められております。 

 時代の変化を見据え、東毛地域の将来を展望すると、各金庫が個々に様々な

経営課題に対応していくよりも、お互いが志を一つにして対応していくことが、

地域経済の発展に、より多く資するものがあるとの認識を強く持つに至り、こ

こに予てより友好金庫として情報交換を行っていた２金庫が対等の立場で合併

し、収益体質を強化することにより、健全かつ強固な経営基盤を構築すること

が最大の方策であるとの認識で一致いたしました。 

 

  今回の合併のポイントは、次のとおりと考えております。 

１．本合併を機に、２信用金庫の店舗網（３５店舗）を効率的に活用すること

で、更なる発展が期待される群馬県南東部の４市２郡に強固な経営基盤を有

すこととなり、より地元に密着し、お客様の利便性向上が図られることとな

ります。 

２．日本全体としての景気が回復する一方で、なお業績低迷が続く地元中小企

業が多く見られる中、本合併によるスケールメリットを活かし収益体質を強

化することにより、地元中小企業への円滑な資金供給を図り、地域社会の発

展・中小企業の育成に今まで以上に貢献できることとなります。 

３．人材の有効活用、事務コストを中心とした効率化等により経営体質を強化

するとともに、多様化・高度化するお客様の要望に迅速かつ的確に応えるこ

とが可能となります。 

 

  以上のように合併後発足する新しい信用金庫といたしましては、更なる経営

体質の強化を図り、地域金融機関として確固たる経営基盤を構築し、もってお

客様の利便性向上と地域社会の発展に貢献していく所存であります。 

  今後は、順次所定の合併手続きを進めてまいりますとともに、お客様をはじ

めとして各方面からのご協力を得て、一日も早く今回の合併の効果が発揮され

るよう、役職員一丸となって努力する所存でございますので、格別のご理解ご

協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

平成１8年１２月２２日 

アイオー信用金庫 理事長 石 原 越 夫 

館 林 信用金庫 理事長 小 林 完 夫 

 



合 併 の 基 本 事 項  

 

１．合併期日                平成１９年１１月２６日とする。 

 

２．合併の方法               対等合併とし、合併手続上はアイオー信用金

庫を存続金庫とする。 

 

３．名    称                合併準備委員会で検討する。 

              

４．合併後の本店・本部         本店：館林信用金庫の本店 

本部：アイオー信用金庫の本部 

 

５．合併後の役員               会   長：小 林 完 夫 

                              （現 館林信用金庫 理事長） 

理 事 長：石 原 越 夫  

                              （現  アイオー信用金庫  理事長） 

                               その他の現役員については、全員留任する。 

 

６．その他合併の主要事項 

 (1) 合併金庫の出資            合併比率は対等とし、出資１口の金額は５０

０円とする。 

 

 (2) 合併の効力                平成１９年６月に開催予定の総代会決議及

び関東財務局長の認可を条件とする。 

 

 (3) 合併準備委員会            合併に関する細目を協議するため、合併準備

委員会を設ける。 

 

７．２金庫の概要               別紙のとおり 

 

 

（お問い合わせ先） 

 アイオー信用金庫   担当：総務部   岡 本   須 永 

                                          TEL  0270-23-1111 

館 林 信用金庫   担当：総務部   女 井  黒 沢 

                                          TEL  0276-72-5511 



（１） ２金庫の概要 （平成 18 年 3 月末現在） 

 

                                    （単位：百万円、人、店） 

 アイオー信用金庫 館 林  信 用 金 庫 合 計 

本 店 所 在 地 
伊勢崎市中央町20番 17

号 

館林市本町１丁目 6 番

32 号 
― 

本 部 所 在 地 同上 同上 ― 

理 事 長 石原越夫 小林完夫 ― 

預   金 221,403 104,118 325,521 

貸 出 金 143,025  56,424 199,449 

預 貸 率 64.59 54.19 61.27 

自己資本比率   8.42 12.98   9.86 

出 資 金    864    194  1,058 

会 員 数 24,628  10,910 35,538 

役 職 員 数 300 144 444 

総 代 数 145  98 243 

店 舗 数  24  11  35 

全 国 順 位  140 221  100 

県 内 順 位    5   8    4 

（注）アイオー信用金庫の店舗数は、平成 18 年 11 月末現在 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２） 沿  革 

 

アイオー信用金庫 館林信用金庫 

昭和 ３年 １月 

 

 

 

昭和１８年 ７月  

 

 

昭和１８年 ８月  

 

昭和２５年 ４月  

 

 

 

昭和２６年１０月  

 

 

 

平成１４年 １月 

 

 

 

平成１７年 １月 

 

産業組合法による有限責

任伊勢崎信用組合として

創立 

 

市街地信用組合法の施行

により改組 

 

伊勢崎信用組合と改称 

 

中小企業等協同組合法の

施行により信用協同組合

に改組 

 

信用金庫法施行により名

称を伊勢崎信用金庫に改

称 

 

太田信用金庫と合併し伊

勢崎太田信用金庫に名称

変更 

 

アイオー信用金庫に名称

変更し現在に至る 

大正１５年６月 

 

昭和１３年１２月     

 

 

昭和１５年８月        

 

 

昭和２５年４月       

 

 

 

昭和２６年１０月  

 

 

昭和４３年 ４月    

 

 

平成 １年 ４月     

 

館林信用組合として発足 

 

産業組合法による市街地

信用組合 

 

市街地信用組合法による

信用組合 

 

中小企業等協同組合法の

施行により信用協同組合

に改組 

 

信用金庫法施行により名

称を館林信用金庫に改称 

 

館林市指定金融機関とな

る 

 

本店を現在地に新築移転

し、現在に至る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３） 営業地域 

アイオー信用金庫 館林信用金庫 

群馬県 

伊勢崎市、前橋市、高崎市（旧群馬郡倉渕村、

旧群馬郡箕郷町、旧群馬郡群馬町を除く）、

桐生市（旧勢多郡黒保根村を除く）、太田市、

館林市、藤岡市（旧多野郡鬼石町を除く）、

佐波郡、勢多郡富士見村、みどり市（旧勢多

郡東村を除く）、邑楽郡 

 

栃木県 

足利市 

 

埼玉県 

本庄市（旧児玉郡児玉町を除く）、熊谷市（旧

熊谷市、旧大里郡大里町を除く）、児玉郡上

里町 

 

群馬県 

館林市、太田市、桐生市（旧勢多郡新里村、

旧勢多郡黒保根村を除く）、邑楽郡 

 

栃木県 

佐野市（旧安蘇郡田沼町、旧安蘇郡葛生町を

除く）、足利市、下都賀郡藤岡町 

 

埼玉県 

北埼玉郡北川辺町 

 

 

    

 

    

       

 


